
１　「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン」について
　　「外来医療に係る医療提供体制の確保に関する計画」（以下「外来医療計画」と省略）の考え方や構造、策定に当たって留意すべき事項等を示したもの（平成31年３月29日付け厚生労働省通知）

２　主な論点とそれに対する本県の状況及び対応の方向性（素案）について

（１）外来医師多数区域の設定

（２）外来医療計画に盛り込む事項等

「外来医療計画ガイドライン」の概要及び本県の対応の方向性（素案）について

【本県の状況】
　○　県内では神戸・阪神・淡路が外来医師多数区域に該当

　《外来医師偏在指標（資料３－６参照）》

本　　県　　の　　状　　況　　等ガ　イ　ド　ラ　イ　ン　の　記　載　内　容

○　外来医師偏在指標に基づき、「外来医師多数区域」を設定
　⇒　外来医師偏在指標の値が全二次医療圏の中で上位33.3％に該当する二次医療圏を外来医師多数区域と設定

○　「外来医療に係る医療提供体制の確保に関する協議の場」（診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療
　保険者その他の関係者で構成）を、二次医療圏その他の知事が適当と認める区域（以下「対象区域」という。）ごとに設
　置（医療法第30条の18の２）
　
　※　外来医師偏在指標の単位との関係から、当面は二次医療圏単位で協議の場の運営を行うことが原則。また、地域医療
　　構想調整会議を協議の場に活用することが可能。

ガ　イ　ド　ラ　イ　ン　の　記　載　内　容 今　　　後　　　の　　　進　　　め　　　方

【外来医療計画に盛り込む事項】
　○　外来医療計画には最低限、次の事項を盛り込む
　　①　外来医師偏在指標を用いた外来医師多数区域の設定

　　②　新規開業者等への①等に関する情報提供
　　　《計画で明示的に示す情報》
　　　　・　二次医療圏ごとの外来医師偏在指標
　　　　・　外来医師多数区域の情報や医療機関のマッピングに関する情報
　　　　・　新規開業者に求める事項（協議プロセス・公表の方法等含む）

　　③　外来医療に関する「協議の場」の設置
　　　《「協議の場」の役割》
　　　　・　地域で不足している外来医療機能の検討
　　　　　（例：休日夜間の初期救急医療、在宅医療、予防接種等の公衆衛生　等）

【今後の進め方】
　○　対象区域は国ガイドラインの原則どおり二次医療圏を単位として設定

　○　「協議の場」は各二次医療圏域の健康福祉推進協議会（医療部会）を活用
　　※　医療機器の共同利用等に関する協議にも活用

【実効性の確保のための措置等】
　○　新規開業者の届出様式への記載追加（不足する外来医療機能を担うことについての合意）
　○　合意を拒否する事業者の「協議の場」への出席要請、協議結果の公表
　○　合意を拒否する医療機関等の県医療審議会への報告・意見聴取

○　本県において検討する事項と、「協議の場」において協議する事項の整理

　【本県において検討・整理する事項】
　　・　「協議の場」での検討に必要な現状のデータの整理・提供
　　・　事業者との協議プロセスや公表方法の標準的なルールの整理
　　・　実効性の確保のための方策の検討（届出様式の見直し等）

　【「協議の場」において協議する事項】
　　・　地域で不足している外来医療機能
　　・　「協議の場」で行う新規開業者への働きかけに係る具体的運用方法
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外来医師
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全 国 106.3 － 神 戸 127.4 28 ○

兵庫県 113.4 17 阪 神 121.9 42 ○

東 播 磨 100.4 140

北 播 磨 90.3 210

播磨姫路 97.0 162

但 馬 92.5 194

丹 波 91.6 204

淡 路 105.2 98 ○

※二次医療圏：１～112位が外来医師多数区域
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（３）医師機器の効率的な活用に係る計画

【医療機器の共同利用等について協議を行う区域等の設定】
　○　協議の場は、「外来医療に係る医療提供体制に係る協議の場」を活用
　　※　必要に応じワーキンググループを設置することも可

　○　医療機器の効率的な活用に係る協議を行う区域は、外来医療計画と同様に二次医療圏単位を基本として設定
　　※　医療機器の性質に応じた区域を別途設定することは妨げない

【医療機器の効率的な活用に係る計画として定める内容】
　○　次の事項を外来医療計画に盛り込む
　　①　医療機器の配置状況に関する情報（医療機器の配置状況に関する指標）
　　②　医療機器の保有状況等に関する情報
　　③　共同利用の方針（医療機器の項目ごと・区域ごとに定める）
　　　※　「対象医療機器購入時に医療機関で共同利用計画を作成し、協議の場で確認」が原則
　　　※　「共同利用」には、連携先の病院又は診療所から紹介された患者のために利用される場合を含む。
　　④　共同利用計画の記載事項とチェックのためのプロセス
　　　※　計画に盛り込む内容は国ガイドラインで明示
　　　※　①・②は厚労省から提供予定、③・④は「協議の場」で協議

ガ　イ　ド　ラ　イ　ン　の　記　載　内　容 今　　　後　　　の　　　進　　　め　　　方

【区域の設定等】
　○　国ガイドラインの原則どおり二次医療圏を単位として設定し、外来医療に
　　係る医療提供体制に係る協議の場（健康福祉推進協議会）を活用

　○　各「協議の場」での協議等
　　・　全ての二次医療圏域で「共同利用の方針」についての協議を実施
　　・　取組の標準となる内容については本県から情報提供

【計画の策定】
　○　医療機器の効率的な活用に係る計画を外来医療計画に盛り込む

　　《対象となる医療機器》
　　　①　ＣＴ（全てのマルチスライスＣＴ及びマルチスライスＣＴ以外のＣＴ）
　　　②　ＭＲＩ（1.5テスラ未満、1.5テスラ以上3.0テスラ未満及び3.0テスラ以上のＭＲＩ）
　　　③　ＰＥＴ（ＰＥＴ及びＰＥＴ－ＣＴ）
　　　④　放射線治療（リニアック及びガンマナイフ）
　　　⑤　マンモグラフィ
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